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会計

IASB（国際会計基準審議会）の第

127回の臨時会議が2010年10月５日に、

第128回会議が、2010年10月19日か

ら22日の４日間（このうち、21日と

22日には米国財務会計基準審議会

（FASB）との合同会議）、さらに、第

129回の臨時会議が2010年10月27日に、

ロンドンのIASB本部で開催された。

第127回会議は、IASBのみの会議

で、①金融商品（償却原価及び減損）、

②金融商品（ヘッジ会計）、③金融

商品（分類及び測定－金融負債（公

正価値オプション））及び④金融商

品（金融資産の譲渡－IFRS第７号

（金融商品：開示）の改訂）につい

て議論が行われた。ここでは、はじ

めの３つについてのみ解説すること

とする。

第128回会議のIASBのみの会議で

は、①金融商品（償却原価及び減損）、

②金融商品（ヘッジ会計）、③包括

利益計算書の改訂（１計算書方式へ

の統一）、④退職後給付、⑤MOUプ

ロジェクトの発効日、⑥リース（ア

ウトリーチ活動などの報告）、⑦採

掘活動（extractiveactivities）及び

⑧年次改善が議論された。一方、

FASBとの合同会議では、⑨公正価

値測定、⑩包括利益計算書の改訂

（１計算書方式への統一）（IASB会

議のところでまとめて報告）、⑪排

出枠取引スキーム、⑫金融商品の資

本と負債の区分、⑬財務諸表の表示

及び⑭概念フレームワーク（報告企

業）が議論された。教育セッション

は、FASBとの合同会議で設けられ、

①金融商品の減損の認識及び測定に

関するFASBの金融商品会計基準の

公開草案における考え方とIASBの

アプローチとの差異についての議論

及び②金融資産及び金融負債の相殺

（マスター・ネッティング契約）に

関する米国会計基準の考え方に関す

る議論の２つが行われた。IASB会

議には、理事15名が参加した。

FASBとの合同会議には、FASBのボー

ドメンバー５名が参加した。ここで

は、①から⑤及び⑨から⑬の議論の

内容を紹介する。

第129回会議はIASBのみの会議で、

金融商品（ヘッジ会計）が議論され

た。

会計・監査ジャーナル No.666 JAN. 201146

IASB会議報告（第127～129回会議）

IASB本部ビル（ロンドン）

国際会計基準審議会理事 山
やま

田
だ

辰
たつ

己
み

※ IASB：国際会計基準審議会



会計

今回は、2010年９月での議論を受

けて、減損に関する議論が行われ、

①統合された実効金利を用いない減

損の認識方法、すなわち、金融資産

の実効金利の計算から信用リスクを

分離するアプローチ（・decoupled・

approach）の詳細に関する検討及び

②オープン・ポートフォリオにおけ

る予想損失の変動の取扱い（３つの

代替案のメカニズム）について議論

が行われた。今回は、議論が行われ

たのみで、暫定合意に達した事項は

ない。

� 分離アプローチ

分離アプローチは、公開草案での

提案とは異なっている。公開草案で

は、金融資産の契約開始時に、将来

回収されるであろう予想キャッシュ・

フロー（予想損失を含む）を見積も

り、これと貸付額（金融資産取得に

要したキャッシュ・フロー額）をイ

コールとする金利として「統合され

た実効金利（integratedeffectivein-

terestrate）」を計算し、これに基づ

いて受取金利を認識することで、予

想損失を織り込んだ金利を各期に配

分するという方法が提案されていた。

すなわち、このアプローチでは、金

融資産の金利計算に予想損失が織り

込まれている。公開草案に対するコ

メントや専門家アドバイザリー・パ

ネル（EAP）の助言では、実務上は

このようなリスク管理は行われてお

らず、信用リスクのみを分離して、

受取金利の認識とは別に管理してお

り、この実務を反映して、信用リス

クのみを別途計算する減損計算方法

を採用するのであれば、実務上の負

担を極力抑えることができるという

意見が示された。

これを受けて、2010年９月の会議

では、「分離アプローチ」を採用す

ることが、暫定的に合意された。今

回は、分離アプローチに含まれる年

金法（annuityapproach）と定額法

（straight-linemethod）という２つ

の方法の概要が検討された。定額法

では、ポートフォリオの加重平均の

存続年数を求め、例えば、存続期間

が５年であれば、予想損失の５分の

１が当期で認識される。その場合、

割り引かない金額で存続期間に配分

が行われるため、その表現の忠実性

に関して一定の限界がある。一方、

年金法では、予想損失を割り引いて

割引現在価値を算出し、これを年金

額に変換して、加重平均の存続年数

にわたって配分することになる。定

額法に比べて、複雑な計算が必要と

なる。

� オープン・ポートフォリオにお

ける予想損失の変動の取扱い

減損モデルの選択をする場合に最

も難しいと考えられるのが、オープ

ン・ポートフォリオにおける減損計

算なので、この問題がまず議論され

た。

オープン・ポートフォリオの減損

計算では、①新規にポートフォリオ

に加わった資産に対する予想損失の

見積りと、②従来から存続している

資産の予想損失の見積りの変更を区

別する計算方法を採用しない限り、

当初の予想損失の見積りがその後変

更された場合に、「完全キャッチ・

アップ・アプローチ（fullcatch-up

approach）」を採用することができ

ない（完全キャッチ・アップ・アプ

ローチの定義については、第128回

の解説を参照されたい）。しかし、

過去から存在している金融資産の当

初予想損失に関する情報を保有して、

それを見直していくことは、オープ

ン・ポートフォリオの場合、極めて

煩雑であり、コスト負担が大きくな

ることが予想される。

そこで、上述のような２種類の情

報に関する記録を保持していなくて

も減損を計算でき、オープン・ポー

トフォリオに対応できる方法として、

①「部分キャッチ・アップ・アプロー

チ（partialcatch-upapproach）」と、

②「非キャッチ・アップ・アプロー

チ（・no・catch-upapproach）」の２

つがあるとされ、これについて議論

が行われた。

① 部分キャッチ・アップ・アプローチ

このアプローチの下では、各期末

に存在する資産のみを対象として、

それらに対して予想損失を見積もる。

そのためには、まず、オープン・ポー

トフォリオの期末時点で予測される

全存続期間を決定し、さらに、その

うちの当該期末までの経過年数（加

重平均経過年数）を決定する。その

上で、期末に見積もられる予想損失

を、あたかも過去から適用してきた

かのように計算し、過去の経過年数
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に配分される予想損失額を計算する。

そして、期末までに累積している予

想損失の認識額と、当該期末で新た

に計算された当該期末までに累積し

ているべき金額との差額が、当期に

損益として認識される。これにより、

予想損失は、過去の経過分はすべて

認識されることになる。したがって、

予想損失のうち、当期末までに認識

されなかった部分は、将来に配分さ

れる。この方法では、全存続期間と

経過年数を用いて、期末における予

想損失累積額が決定され、その金額

までは、損益として認識されること

になる。例えば、全存続期間が５年

と予想され、過去の経過年数が３年

と予想される場合には、当期末に見

込まれる予想損失のうち、５分の３

が当期末までに認識されることにな

る。

② 非キャッチ・アップ・アプローチ

このアプローチの下では、部分キャッ

チ・アップ・アプローチと同様、オー

プン・ポートフォリオの期末時点で

予測される全存続期間を決定し、そ

の時点で見積もられる予想損失総額

を全存続期間で割った金額が当期で

認識されることになる。例えば、５

年が全存続期間とすると、予想損失

の５分の１が当期の損益として認識

される。この方法では、当期に損益

として認識すべき金額は特定される

が、その過去からの累積額が、部分

キャッチ・アップ・アプローチで計

算された数字を超過したり、下回っ

たりすることがある。すなわち、こ

の方法の下で算出される予想損失累

積額は、各期で単独に計算された金

額の単純合計額でしかなく、場合に

よっては、当該累積額が、本来、当

期末で必要とされる金額と異なる可

能性がある。そのため、累積された

金額が妥当であることを保証するた

め、フロアーやキャップという限度

額を別途計算する必要がある。

今回は、①複合金融資産（hybrid

financialassets）に含まれる組込デ

リバティブのヘッジ手段としての適

格性、②内部デリバティブのヘッジ

手段としての適格性及び③非デリバ

ティブ金融商品（キャッシュ金融商

品）のヘッジ手段としての適格性の

３つについて、議論が行われた。

� 複合金融資産に含まれる組込デ

リバティブのヘッジ手段としての

適格性

金融資産に含まれる組込デリバティ

ブ（デリバティブを含む金融資産を

「複合金融資産」と呼んでいる）が、

ヘッジ手段として適格かどうかに関

して議論が行われた。IFRS第９号

（金融商品）を完成させる際に、複

合金融資産に含まれる組込デリバティ

ブをどのように扱うかが議論され、

結果として、組込デリバティブを分

離するような複雑な会計処理とはし

ないこととし、複合金融資産全体を

公正価値で測定し、その変動を当期

純利益で認識するという会計処理が

採用された。このような経緯がある

中で、ヘッジ会計の簡素化を図ると

いう今回のヘッジ会計見直しの趣旨

との関連において、組込デリバティ

ブをヘッジ手段として分離できるか

どうかに関して、次の３つの代替案

が検討された。

� ヘッジ会計の文脈においてのみ、

組込デリバティブを分離すること

を選択肢として認める。

� 複合金融資産の一部のリスク構

成要素を、ヘッジ手段として指定

することを許容する。

� ヘッジ手段が複合金融資産のリ

スク構成要素である場合には、ヘッ

ジ会計の指定を認めない。

議論の結果、ヘッジ会計の簡素化

を図るという趣旨に最も適合すると

考えられる上記�を採用することが、

暫定的に合意された。この結果、複

合金融商品に含まれる組込デリバティ

ブは、ヘッジ手段としては認められ

ないこととなる。

� 内部デリバティブのヘッジ手段

としての適格性

ここでは、同一の連結グループ内

で締結されるデリバティブ契約（内

部デリバティブ）がヘッジ手段とし

て適格かどうかが議論された。

議論の結果、内部デリバティブは、

報告企業以外にリスクを移転してい

ないことから、連結財務諸表上では

ヘッジ手段として適格ではないとす

ることが、暫定的に合意された。

� 非デリバティブ金融商品（キャッ

シュ金融商品）のヘッジ手段とし

ての適格性

IAS第39号（金融商品：認識及び

測定）では、キャッシュ金融商品

（非デリバティブ金融資産及び非デ

リバティブ金融負債）を、為替リス

ク以外のリスクに対するヘッジ手段

とすることを認めていない。そこで、

この取扱いを見直し、キャッシュ金

融商品の一部をヘッジ手段として利

用できる範囲を拡大すべきかどうか

が議論された。

スタッフからは、次の３つの提案

が示された。

代替案Ａ：IAS第39号の制約を維持

する（為替リスクのヘッ

ジとしてのみキャッシュ

金融商品を指定すること

ができるという取扱い）
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代替案Ｂ：公正価値で測定され、そ

の変動が当期純利益で認

識されるキャッシュ金融

商品に限ってIAS第39号

の制約を撤廃する（すな

わち、このようなキャッ

シュ金融商品は、その全

体をヘッジ手段として指

定できる）

代替案Ｃ：すべてのキャッシュ金融

商品に対して、IAS第39

号の制約を撤廃する

IAS第39号において、キャッシュ

金融商品をヘッジ手段とする場合が

為替リスクに限定されているのは、

①それ以外のリスクに対してもヘッ

ジ手段として指定できるようにすると、

キャッシュ金融商品の簿価が償却原

価でも公正価値でもないものになり、

複雑性が増す、②為替リスク以外に

拡大すると、ヘッジ会計を任意に中

止することによる乱用が増加する、

③米国会計基準との差異となるといっ

た理由による。

しかし、金融資産の測定に関する

IFRS第９号（金融商品）が新設され

たことにより、IAS第39号に対する

懸念は、かなり解決されている。む

しろ、公正価値で測定されるデリバ

ティブと、公正価値で測定される

（そして、その変動が当期純利益で

認識される）キャッシュ金融商品と

の間に差異を設ける必要性がなくなっ

てきているといえる。

このような文脈で、代替案Ａは適

切でないと判断され、むしろ、代替

案Ｂが適切だとして、スタッフは、

代替案Ｂを推奨している。代替案Ｃ

は、①償却原価で当初測定されるキャッ

シュ金融商品をヘッジ手段として指

定できるようにすると、簿価が償却

原価でも公正価値でもないものにな

ること、及び、②持分金融商品で公

正価値の変動をその他包括利益

（OCI）で認識できるものまでヘッ

ジ手段として認めると、OCIに対し

てはヘッジ会計を適用しないという

これまでの暫定合意と矛盾すること

になるなどの理由で、スタッフはこ

の方法を推奨していない。

議論の結果、代替案Ｂに対する支

持が多かったが、これを採用した場

合の実務などへの影響について、さ

らに検討することがスタッフに指示

された（2010年10月27日の第129回

臨時会議での議論を参照）。

今回は、①金融負債の認識の中止

が行われ、負債の信用リスクが実現

した場合にリサイクリングを認める

かどうか、②発効日及び経過措置、

及び、③IAS第39号の適用ガイダン

ス（implementationguidance）の取

扱いの３点が議論された。なお、今

回の議論を受けて、スタッフに対し

て、最終基準案のドラフト作成に着

手することが指示された（この改訂

は、2010年10月28日に最終基準とし

て公表された）。

� 信用リスクが実現した場合のリ

サイクリング

金融負債の信用リスクは、負債を

返済し終えた段階ではゼロとなる。

しかし、満期前に金融負債の認識の

中止が行われる場合（そのような場

合はまれだと考えられている）には、

信用リスクに関連する損益が実現損

益になる。このような場合に、実現

損益をリサイクルすべきかどうかが、

2010年９月24日の臨時会議で議論さ

れた。そこでの議論では、負債の信

用リスクが実現した場合でもリサイ

クリングを認めないという取扱いへ

の支持が多かったが、この臨時会議

に欠席したボードメンバーもいたこ

とから、前回は結論が出されなかっ

た。今回は、この問題について結論

を出すために、引き続き議論が行わ

れた。

議論の結果、実現損益となった場

合でも、OCIから当期純利益へのリ

サイクリングを禁止することが、暫

定的に合意された。

� 発効日及び経過措置

公正価値測定に関するIFRSの発

効日及び経過措置について、議論が

行われた。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� 早期適用を許容する。しかし、

企業が金融負債に関する規定を早

期適用する際には、いまだ適用さ

れていないそれ以外のIFRS第９

号への改訂も併せて適用しなけれ

ばならない。

� 遡及適用を強制する。なお、今

回、金融負債については、公正価

値オプションの適格性規準を含め

て、その測定モデルを変更してい

ない（変更したのは、公正価値オ

プションを採用した場合の自分自

身の信用リスクの表示をOCIとす

ることだけである）。そのため、

移行日において公正価値オプショ

ンの選択の再指定を許容する理由

がないので、意図を再検討するこ

とは禁止する。

� 今回の改訂の最初の適用日につ

いては、

ⅰ� 早期適用を2011年１月１日前

に行う場合には、発効日から

2010年12月31日までの間のいず

れの日でもよい。

ⅱ� 早期適用を2011年１月１日以

会計・監査ジャーナル No.666 JAN.2011 49

３
金融商品（金融負債－公正

価値オプション）



会計

降に行う場合には、企業が適用

を行う事業年度の開始日とする。

� 企業は、公正価値オプションを

採用した場合に、自分自身の信用

リスクをOCIで表示することが会

計上のミスマッチを引き起こすか

どうかは、当初適用日に存在して

いる事実及び状況に基づいて判断

する。

� 当初適用日に認識の中止がされ

てしまっている金融負債に対して

は、この改訂は適用してはならな

い。

� 2012年１月１日前に今回の改訂

を適用する場合には、過去の期間

の財務諸表の修正再表示は求めら

れない。しかし、企業が修正再表

示を行う場合には、これまでに基

準化されたIFRS第９号の改訂要

求をすべて反映しなければならな

い。

� もし、実務的に実行不可能であ

れば、当初適用日前の中間期間に

これらの改訂を適用する必要はな

い。

� IAS第39号の適用ガイダンスの

引継ぎ

IAS第39号の金融負債に関する規

定で、IFRS第９号にそのまま引き継

がれたものに関連する適用ガイダン

スは、そのままIFRS第９号に引き継

ぐことが暫定的に合意された。

2009年11月に公表した公開草案

（金融商品：償却原価及び減損）に

対して受領したコメントを受けて、

減損に関する議論が行われている。

2010年９月の会議では、契約当初

に予想される予想損失をどのように

期間配分するかについて議論が行わ

れ、契約全期間に見込まれる予想損

失をポートフォリオの存続期間にわ

たって配分するという取扱いを採用

することが、暫定的に合意された。

さらに、その配分方法についても議

論が行われ、①統合された実効金利

（integratedeffectiverate）を用いる

方法及び②統合された実効金利を用

いない方法（実効金利から信用リス

クを分離するアプローチ（・decoupled・

approach））の２つが検討され、今

後、後者の方法を前提に議論するこ

とが暫定合意された。

今回は、契約開始後に発生した予

想損失の見積りの変動をどのように

会計処理するかについて、2010年10

月５日の臨時会議に引き続き、議論

が行われた。

① これまでの議論の経緯

当初に予想された予想損失がその

後に変動した場合に、当該変動をど

のように配分するかに関して、下記

に示す３つの方法があることについ

ては、既に2010年８月３日の議論の

際に示されていた。

� 完全キャッチ・アップ法：予想

損失の見積りの変更が生じた期に、

その変動額すべてを認識する方法。

� 部分キャッチ・アップ法：予想

損失の見積りの変更が契約当初に

生じたと仮定し、当該変更額のう

ち、現時点までに経過した期間に

対応する部分は、当期で損益とし

て認識し、それ以外は、将来の残

存期間にわたって償却する方法。

� 非キャッチ・アップ法：予想損

失の見積りの変更が生じた期以降

にわたって、当該変更額を償却す

る方法。

さらに、これらの３つの方法が、

ポートフォリオ内の金融資産が事業

年度中に変動するオープン・ポート

フォリオという文脈でどのような特

徴を持つかについては、2010年10月

５日に開催された臨時会議で議論が

行われた（上述の第127回会議を参

照）。そこでは、概念的には、完全

キャッチ・アップ法が最も妥当な方

法と考えられるが、オープン・ポー

トフォリオにおいては、この方法を

適用するには、ポートフォリオ内の

金融資産の変動の記録を必要とする

など、実務上の負担が重いことから、

現実的ではない点が確認された。そ

の上で、現実に採用可能なのは、部

分キャッチ・アップ法（今回から、

「期間比例アプローチ（time-propor-

tionateapproach）」と改称されてい

る）、又は、非キャッチ・アップ法（今

回から、「単一期間配分アプローチ

（singleperiodallocationapproach）」

と改称されている）のいずれかであ

る点が議論されていた。今回は、こ

の２つの方法のいずれがよいかが議

論された。

② 今回の議論

今回は、2010年10月５日の臨時会

議に引き続き、期間比例アプローチ
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（部分キャッチ・アップ法）及び単

一期間配分アプローチ（非キャッチ・

アップ法）の概要及びボードメンバー

が選好する方法はどちらであるかに

ついて議論が行われた。

議論の結果、今回、暫定合意は求

められなかったが、理論的には、期

間比例アプローチが優れている点が

評価された。すなわち、このアプロー

チの下では、ポートフォリオを構成

する金融資産の過去の記録を保持す

ることなく、各期末に存在する資産

のみを対象として、それらに対して

予想損失が見積もられる。オープン・

ポートフォリオの当期末時点で予測

される全存続期間及びそのうちの当

該期末までの経過年数（加重平均経

過年数）が決定された上で、①新た

に予想された全存続期間及び経過年

数を、過去から適用してきたならば、

当該期末までに累積しているべき金

額と、②期末までに実際に累積して

いる予想損失額との差額が、当期の

損益として認識される。これにより、

当期末に新たに変更された全期間の

予想損失のうち、これまでの期間経

過分はすべて認識されることになる。

したがって、予想損失のうち、当期

末までに認識されなかった部分は、

将来に配分される。

期間比例アプローチは、実務上の

負担に配慮した完全キャッチ・アッ

プ法に対する簡便法と位置付けるこ

とができるが、期間比例アプローチ

をできるだけ完全キャッチ・アップ

法に近付けることが必要と判断され、

スタッフに対して、そのための改善

を検討することが指示された。

今回は、①リスク構成要素のヘッ

ジ対象としての適格性（金利リスク

に関するサブLIBOR）、②信用デリバ

ティブを用いた信用リスクのヘッジ、

③ヘッジ会計の中止、④ネット・ポ

ジションのヘッジ対象としての適格

性、⑤ヘッジ会計の開示及び⑥自己

使用の場合の範囲除外の６つについ

て議論が行われた。ここでは、⑤及

び⑥を除く議論の概要を紹介する。

� ヘッジ構成要素のヘッジ対象と

しての適格性（サブLIBOR）

ここでは、金利リスクのヘッジ会

計に関連して、ヘッジ対象である金

融資産又は金融負債の全体キャッシュ・

フローよりも大きなキャッシュ・フ

ローを持つ構成要素を、ヘッジ対象

として指定できるかどうかが議論さ

れた。具体的には、利付金融資産又

は金融負債で、その実効金利が

LIBORよりも低い（サブLIBOR）場

合において、LIBOR部分をヘッジ対

象として指定できるかが議論された。

現行のIAS第39号では、このよう

な場合には、LIBOR部分をヘッジ対

象とすることはできないとしている

（AG99C）。このような議論が行われ

るのは、現行のIAS第39号の規定で

は、市場からLIBOR以下で資金調達

できる金融機関が、そのように調達

された金融負債をヘッジ対象として

指定できないという事情がある。

議論の結果、現行のIAS第39号の

規定を維持すること（サブLIBORの

金融商品のLIBOR部分をヘッジ対象

とすることはできない）が、暫定的

に合意された。これは、サブLIBOR

の金融商品のLIBOR部分をヘッジ対

象として認めると、ヘッジの結果、

保有金融商品の金利がマイナスとな

る場合が生じるなど、不合理な結果

が起こる可能性が懸念されたためで

ある。

� 信用デリバティブを用いた信用

リスクのヘッジ

金融機関が、貸出金やローン・コ

ミットメントの信用リスクをヘッジ

するために信用デリバティブ（例え

ば、クレジット・デフォルト・スワッ

プ（CDS））を用いることがあるが、

そのような場合にどのようなヘッジ

会計を適用すべきかが議論された。

これは、IAS第39号が金融機関の信

用リスク管理活動を適切に反映する

規定を持っていないとの指摘に対応

したものである。

論点は、信用デリバティブをヘッ

ジ手段として用いて貸出金やローン・

コミットメントの信用リスクをヘッ

ジしている場合、ヘッジ手段は毎期

公正価値で測定され、その変動は当

期純利益で認識されるが、ヘッジ対

象である貸出金やローン・コミット

メントの公正価値の変動は、当期純

利益に反映されないため、会計上の

ミスマッチが生じており、これにど

のように対応するかである。また、

この問題を難しくしているのは、ヘッ

ジ対象である貸出金やローン・コミッ

トメントの公正価値の変動のうち、

信用リスク部分をヘッジ会計の要求

を満たすような形で分離し、直接測

定することが実務上難しいという点

である。さらに、ローン・コミット

メントのうち、IAS第37号（引当金、

偶発負債及び偶発資産）で会計処理

されているものに対しては、公正価

値オプションを適用できないことも、

会計上のミスマッチの解消を難しく

している。

今回、スタッフからは、上述のよ

うな困難さを考慮した上で、信用デ

リバティブを用いてヘッジ会計を適

用する対象とした貸出金やローン・

コミットメント（ヘッジ対象）に限っ
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て、例外として、その全体を公正価

値で測定し、それによって発生した

損益を当期純利益で認識することを

認めることによって、ヘッジ手段で

ある信用デリバティブの公正価値の

変動と、当期純利益の段階で相殺し

合う会計処理の導入が提案された。

この提案では、ヘッジ対象である

貸出金やローン・コミットメントの

信用リスク部分が直接識別できない

ため、貸出金やローン・コミットメ

ント全体を公正価値で測定し、その

変動を当期純利益で認識しようとし

ている点が、他のヘッジ会計の取扱

いと異なる。いわば、ヘッジ対象と

して指定された貸出金やローン・コ

ミットメントに対して、公正価値に

よる測定を導入するという提案であ

る。

議論の結果、ヘッジ対象として指

定された場合にのみ、ヘッジ対象リ

スク（この場合は信用リスク）以外

のリスクも含めたヘッジ対象全体を

公正価値で測定するというモデル

（任意の公正価値測定）は、ヘッジ

会計に複雑性を持ち込むと判断され、

スタッフの提案は、暫定的に否決さ

れた。そして、スタッフに対しては、

これに代わる代替案の検討が指示さ

れた。代替案としては、例えば、信

用デリバティブの取得のために支払っ

たプレミアムをOCIで認識して、満

期までの間に配分する方法や、保険

会計における残余マージンの償却の

ような方法が考えられる。

� ヘッジ会計の中止

ここでは、①ヘッジ会計の中止、

②リバランシング及びヘッジ比率の

再評価及び③リバランシングと中止

の間の相互関係について議論が行わ

れた。

① ヘッジ会計の中止

ヘッジ会計の中止を行うのはどの

ようなときなのかが議論された。今

回は、ヘッジ会計の中止に関するい

くつかの概念の明確化が議論された

上で、それらを基に、ヘッジ会計の

中止に関する取扱いの整理が行われ

た。まず、いくつかの概念を示すと、

次のとおりである。

� 強制中止（mandatorydiscon-

tinuation）：ヘッジ関係がその適

格要件を充足しなくなったとき

（ヘッジ手段を保有しなくなった

場合を含む）に起こり、ヘッジ会

計の適用を将来に向かって中止し

なければならない。

� 指定解除（dedesignation）：企

業がヘッジ指定を解除することを

選択したときに起こる（企業の意

思による任意の中止）。

� 中止と再スタート（discontinua-

tionandrestart）：いったんヘッ

ジ会計の適用を中止した後、リス

ク管理戦略に基づいてヘッジ関係

を再構築すること。

今回、このような議論を行う必要

があるのは、現行のIAS第39号が、

強制中止と指定解除の区別に関する

ガイダンスを有しておらず、既存の

ヘッジ会計の一部が終了した際に、

ヘッジ会計全体を中止すべきか、そ

の一部だけを中止すべきかに関して

実務で混乱が生じているためである。

また、IAS第39号には、指定解除を

行って再指定するという場合に、既

存のヘッジの継続という概念がなく、

この点の明確化が必要だと考えられ

ているためである。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� 強制中止は、ヘッジ関係が適格

性規準を満たさなくなった場合に

起こる。しかし、企業は、従前中

止されたヘッジ関係の一部であっ

た項目を用いて新たなヘッジ関係

を開始することができる。

� ヘッジ関係に対する調整（ad-

justments）は、ヘッジ関係に対す

るリスク管理目的に変更がある場

合にのみ、中止と再スタートとい

う処理を要求する。

� 継続しているヘッジ関係の調整

は、リスク管理目的は変わらない

が、他の適格規準を満たさなくなっ

たか又は満たさなくなりそうなと

き（例えば、有効性テスト）に限

り許容される。強制中止を指定解

除と再指定（redesignation）から

区別するときには、固有の事実及

び状況が考慮されなければならな

い。

� すべての適格規準（リスク管理

目的を含む）が依然として満たさ

れているときに、指定解除するこ

とは許容されない。なぜなら、適

格規準が満たされなくなったわけ

ではなく、ヘッジ会計が依然とし

てリスク管理目的を反映している

からである。

� ヘッジ関係を証明する資料は、

シナリオの種類にかかわらず、ヘッ

ジ関係の変化を反映するために改

訂されなければならない。

② リバランシング

ここでは、ヘッジ関係をリバラン

シングすることの役割とヘッジ比率

の変更やヘッジ会計の中止との関係

が検討された。

議論では、リバランシングの問題

を考える際には、①ヘッジ関係のデ

ザインが適切でなくなったため、ヘッ

ジ関係が自動的に終了する場合（こ

の場合には、その後、新たなヘッジ

関係が再開される可能性は残されて

いる）と、②ヘッジ関係は依然とし
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て適切であるが、ヘッジ関係に影響

する変数が変動し、その結果、それ

によるバイアス（非有効）を除去し、

適格規準（特に、有効性評価テスト）

を満たすために、ヘッジ関係の修正

が必要な場合と区別する必要がある

ことが明確にされ、リバランシング

が問題となるのは、後者の場合であ

る点が了解された。

議論の結果、リバランシングは、

ある特定の状況下における既存のヘッ

ジ関係の継続であり、非有効性が生

じることになる予見できない原因の

タイプには依存しないが、ヘッジの

リスク管理目的が依然として適用さ

れるかどうかに依存するものである

という点が、暫定的に合意された。

すなわち、リバランシングは、リス

ク管理目的は不変であるものの、適

格規準を充足するためにヘッジ関係

を修正しなければならない場合に行

われるということができる。

③ リバランシングと中止との間の

相互関係

ここでは、４つの例（ここでは詳

細については触れない）を取り上げ

て、リバランシングと中止との関係

について議論が行われた。

議論の結果、リスク管理戦略が不

変であることを前提に、次の点が暫

定的に合意された。

� ヘッジ対象の公正価値の変動の

測定は、ヘッジ比率に対する調整

によって影響を受けることはない。

� ヘッジ比率の変動は、その変動

が予想された非有効性の水準を超

えているときには、部分的なヘッ

ジ関係の中止を要求することに帰

結するかもしれない。

� 企業が、高い確率で発生が予想

される予定取引の数量の予想に失

敗し、当初予定数量よりも少ない

数量となった場合には、企業にそ

のような低めの予想の調整を行っ

た過去がなければ、部分的なヘッ

ジ関係の中止が適切である。

� ネット・ポジションのヘッジ対

象としての適格性

ここでは、①どのようなネット・

ポジションをヘッジ対象とするか及

び②ネットでゼロとなるポジション

をヘッジ対象とすることができるか

について議論が行われた。

① ヘッジ対象となるネット・ポジ

ション

2010年９月の会議では、ヘッジ対

象のグループにヘッジ会計を適用す

るために、どのような適格性要件

（制約規準）を求めるかに関して議

論が行われ、「IAS第39号に記述さ

れているヘッジ対象グループ（ネッ

ト・ポジションを含む）に適用され

るいくつかの制約規準を引き継ぐ」

という方針を採用することが、暫定

合意された。そして、スタッフに対

して、どのような制約が必要かを決

定することを支援する設例を作成す

ることが指示された。

これを受けて、今回の議論では、

スタッフからいくつかの設例が示さ

れ、これに基づいて、どのような制

約を設定するかが議論された。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� すべての公正価値ヘッジのネッ

ト・ポジションは、ヘッジ対象と

して適格とすべきであり、キャッ

シュ・フロー・ヘッジのネット・

ポジションでは、ある一定の場合

を除き、ヘッジ対象として適格と

すべきである。

� キャッシュ・フロー・ヘッジの

ネット・ポジションのヘッジでは、

予定取引の価値の変動を当期純利

益又はOCIで認識することを禁止

する制約を導入する。この制約に

よって、キャッシュ・フロー・ヘッ

ジにおけるヘッジ対象のネット・

ポジションは、もし、それを相殺

するキャッシュ・フローが当期純

利益に影響する期間が異なるので

あれば、ヘッジ会計を適用するこ

とが適格とはならないということ

になる。

② ネット・ゼロ・ポジションのヘッ

ジ対象

ここでの論点は、企業が、リスク

をネットベースで管理しているとき、

ネットでゼロとなるポジションは、

ヘッジ会計を適用するのに適格とみ

るかどうかというものである。

議論の結果、ネット・ゼロ・ポジ

ションの場合もヘッジ対象となると

みて、ヘッジ会計を適用すべきこと

が暫定的に合意された。これは、ネッ

ト・ポジションをヘッジ対象とみな

がら、ネット・ゼロ・ポジションの

場合だけ除外するのは、首尾一貫し

ないと考えられたからである。今後、

この場合の適用ガイダンスの開発が

行われることになる。

この問題は、FASBとの合同会議

でも議論されたが、ここでまとめて

内容を紹介することとする。

包括利益計算書（公開草案では、

「当期純利益及びその他包括利益計

算書（statementofprofitorlossand

othercomprehensiveincome）」と改

称している。）を１計算書方式のみ

とすることを内容とする公開草案

（OCI項目の表示）は、2010年５月

に公表され、2010年９月30日にコメ

ント期限が到来した。FASBも、金
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融商品会計基準の公開草案と同時に、

IASBの公開草案と同様な内容の包

括利益計算書に対する改訂提案を公

表している。

今回、受領した139通のコメント

の概括的な分析結果が示され、議論

が行われた（より詳細なコメント分

析は、将来、示される予定）。コメ

ントでは、１計算書方式に統一する

ことに対する懸念を示すものが多く、

この点の議論に多くの時間が割かれ

た。

議論の結果、IASBでは、公開草

案どおり１計算書方式に統一するこ

とに過半数の支持があったが、FASB

では、多数とはならなかった。この

ため、コメントでの懸念に対応する

ため、当期純利益及び包括利益を１

計算書方式又は２計算書方式のいず

れで表示すべきかに関して、さらに

検討することが、スタッフに指示さ

れた。

今回は、2010年４月に公表した公

開草案（確定給付制度）に対して受

領したコメントの分析及びそれらを

踏まえた意思決定がなされた。今回

検討されたのは、認識、分解表示及

び財務費用であった。コメント分析

は、2010年11月の会議でも検討され

る予定である。

議論の結果、次の点が改めて確認

された。

� 確定給付債務の現在価値及び制

度資産の公正価値の変動のすべて

を、それらが生じた時点で認識す

る。

� 権利未確定の過去勤務費用は、

関連する制度変更が生じた時点で

認識する。また、これに関連して、

解雇給付は、解雇を契機に支払わ

れるものに限定することとし、将

来のサービス提供の対価として支

払われる給付（staybonus）は、

解雇給付に含めず、退職後給付と

して扱うという取扱いも併せて承

認された。

� 制度資産の公正価値及び確定給

付債務の変動のすべてを、勤務費

用、財務費用及び再測定構成要素

に分解する。なお、企業が、①３

つの構成要素を当期純利益で表示

するか又はOCIで表示するか、及

び、②３つの構成要素を包括利益

計算書上で区分表示するか、それ

とも注記で開示するだけで十分か

どうかに関しては、将来の会議で

検討する予定である。

� 勤務費用には、現在勤務費用及

び過去勤務費用が含まれるが、こ

れら勤務費用を測定する際に使用

された仮定の変化から生じる利得

及び損失は、勤務費用には含めな

い。これは、「勤務費用」の予測

価値と「勤務費用の見積りの変更」

の予測価値とは異なるという

IASBの考え方を反映したもので

ある。

� 財務費用構成要素は、確定給付

負債（又は資産）純額に対する金

利純額（確定給付負債（又は資産）

純額に確定給付債務の測定に用い

られたのと同じ金利を適用して算

出）から構成されなければならな

い。今回、スタッフからは、現行

IAS第19号で採用されている期待

収益アプローチと公開草案での提

案である利息の純額アプローチの

いずれをより適切とする明らかな

根拠はないとの考えから、利息の

純額アプローチへの変更は、現行

IAS第19号の変更を正当化させる

ほどの重要な改善を示していない

ため、期待収益アプローチへ戻る

ことが提案されたが、この提案は

否定された。

IASBは、主としてMOUプロジェ

クトに関連して2011年６月までに公

表されるいくつかの新しいIFRS（公

正価値測定、金融商品、収益認識、

リース、退職後給付、OCIの表示

（包括利益計算書の１計算書への統

合）及び保険会計）の発効日（これ

らIFRSの発効日を単一日とするのか、

それとも段階的に発効させるべきか）

及び早期適用を許容すべきかどうか

に関する関係者からの意見を募るた

め、「意見募集（RequestforViews）」

を公表することを予定している。

今回は、そのドラフトが議論され、

基本的に当該ドラフトを基に意見募

集することが了承された。「意見募

集」は、2010年10月19日に公表され

た（コメントの締切りは、2011年１

月31日）。

2010年６月に、FASBは、トピッ

ク820（公正価値測定及び開示）の

改訂のための公開草案を、IASBは、

再公開草案（公正価値測定における

測定の不確実性分析開示）を公開し

た。２つの公開草案に対して受領し

たコメントの分析が、2010年９月か
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ら行われている。

今回は、①最有効利用（highest

andbestuse）、②レベル１とレベル

２との間の移動に関する情報の開示、

③開示された公正価値のヒエラルキー

内のレベルの開示及び④会計単位に

ついて議論が行われた。

� 最有効利用

公開草案では、非金融資産が、当

初認識以後、公正価値で測定され、

その最有効利用が現在の利用状況と

異なる場合、企業は、当該事実及び

最有効利用と異なる方法で利用され

ている理由の開示を求めることが提

案されている。

多くの場合、現在の用途が最有効

利用であることを前提に、この開示

が必要かどうかが議論された。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� 最有効利用が現在の利用状況と

異なる場合、当該事実及び最有効

利用と異なる方法で利用されてい

る理由の開示を求める。

� 当該資産が、財政状態計算書上、

公正価値で認識されているかどう

か、又は、公正価値が開示されて

いるのみかを開示する。また、開

示対象は、特定の非金融資産に限

定しない（例えば、投資不動産の

みに限定するようなことはしない）。

� レベル１とレベル２の間の移動

ここでの論点は、レベル１と２の

間の振替えが行われた場合、その振

替えに関して開示を要求するのは、

重大な（significant）振替えの場合

だけか、それともどんな振替えでも

開示対象とすべきかである。重大な

振替えだけにすると、個別の振替え

が重大なときだけにするのか、合計

額が重大なときも含むのかといった

点の明確化が必要になる。

議論の結果、レベル１と２の間の

いかなる振替えであっても開示する

ことを求めることが、暫定的に合意

された。

� 開示された公正価値のヒエラル

キー内のレベルの開示

財政状態計算書上、公正価値で認

識されていないが、公正価値が注記

で開示されている資産及び負債につ

いても、レベル別開示を要求するか

どうかが議論された。

議論の結果、財政状態計算書上、

公正価値で認識されていないが、公

正価値が注記で開示されている資産

及び負債に対しては、その後、財政

状態計算書上で公正価値で測定され

ないとしても、当該資産及び負債の

公正価値がヒエラルキーのどのレベ

ルのものであるかの開示を求めるこ

とが、暫定的に合意された。

� 会計単位

ここでは、会計単位のガイダンス

がない場合、金融商品の公正価値を

測定する際に、最有効利用と評価前

提概念を用いる必要があるか否かが

検討された。

公正価値測定の目的は、「何を測

定するか」を決めることである。す

なわち、他の基準で公正価値による

測定が必要と決められた資産負債を

対象として、どのように公正価値を

測定するかを決定するのが本プロジェ

クトの目的であり、本プロジェクト

は、他の基準で定める会計単位に依

拠している。しかし、現実には、会

計単位があいまいな場合（他の基準

で会計単位が決まっていない場合や、

実際の取引が会計単位で行われない

場合）、公正価値測定のガイダンス

（特に、評価技法のガイダンス）を

使って会計単位を決めようとしてい

る場合がある。例えば、関連会社、

子会社への投資や投資会社が保有す

る持分証券・負債証券に関して、こ

れらの会計単位は、投資全体なのか、

それとも、当該投資を構成する個別

の投資なのかに関しては、さらなる

ガイダンスが必要とされるかもしれ

ない。

議論の結果、特定の状況において

（例えば、関連会社、子会社への投

資）、公正価値で測定される資産及

び負債の会計単位を明確にすること

は、本プロジェクトの範囲ではない

ことが暫定的に合意された。これは、

本プロジェクトの目的は、どのよう

に公正価値を測定するかであって、

何を、又は、いつ公正価値で測定す

るかではないことによる。さらに、

最有効利用という概念は金融商品に

は適合しないものの、金融商品市場

の参加者は、金融商品の公正価値を

最大化する取引に参加するであろう

ことから、価値最大化概念（value

maximization）という概念は公正価

値測定の基本概念であることを明確

にすることが、暫定的に合意された。

今回は、キャップ・アンド・トレー

ド・スキームにおける排出枠と、負

債の当初及びその後の測定に関して

議論が行われた。具体的には、①排

出枠（allowance）及び割当負債（li-

abilityforallocation）の当初及びそ

の後の測定及び②排出と割当負債と

の関係、並びに超過排出負債（li-

abilityforexcessemissions）の認識

及び測定について議論が行われた。

なお、ここで用いられている用語の

定義（スタッフが作成したドラフト

で示されているもの）は、次のとお
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りである。

割 当 負 債：企業が割当排出枠の

水準以下に排出を削

減できない場合に、

排出枠を返却する義

務。この負債は、企

業がスキーム管理者

から貨幣的対価なし

に排出枠を割り当て

られた時点で生じる。

超過排出負債：割当負債を超過した

排出に対して、スキー

ム管理者に排出枠を

提供する義務。

� 排出枠及び割当負債の当初及び

その後の測定

2010年９月の会議で、FASB及び

IASBは、割り当てられたか購入し

たかを問わず、排出枠は資産の定義

を満たすこと、さらに、排出枠の割

当ては、現在の義務を創造するので、

割当てに対応する負債が存在するこ

とが暫定合意された。IASBは、現

在の義務として、スキームの要求を

遵守するという義務、すなわち、排

出枠を保有するために、温室効果ガ

スの排出を抑える義務、及び、温室

効果ガスを排出した場合には、排出

枠を返却しなければならないという

義務があるという考え方を支持した

が、FASBは、現在の義務としてど

のようなものがあるかに関しては、

結論に達しなかった。

今回は、排出枠及びそれに対応す

る割当負債の測定に関連して、①購

入及び割当てによって取得された排

出枠及び割当負債の当初及びその後

の測定モデル及び②割当負債に関連

して返却される排出枠の量の見積り

方法の２つについて議論が行われた。

① 排出枠及び割当負債の測定モデル

測定モデルとして、スタッフから

次の４つが示された。

� 当初認識時に公正価値で測定し、

その後の測定も公正価値を用いる。

� 当初認識時に公正価値で測定す

るが、その後の測定には、公正価

値を用いず減損テストを適用する。

� 支払価格で測定し、その後の再

測定は行わず、減損テストを適用

する。

� ビジネス・アプローチ（排出枠

を利用するために保有するのか、

売買目的で保有するのかという意

図に基づいて測定方法を決定する

アプローチ）

議論の結果、上記�を採用するこ

とが暫定的に合意された。なお、排

出枠と割当負債は、当初認識時には

同額となる。

② 割当負債に関連して返却される

排出枠の量の見積り方法

返却される排出枠の量の見積り方

法として、スタッフから次の２つが

示された。

� 予想返却アプローチ（expected

returnapproach）

予想に基づいて返却される排出

枠の量を見積もる方法（加重平均

アプローチを用いて負債が見積も

られる）。割当負債の文脈では、

企業は、割り当てられた排出枠の

量以上の排出枠を見込むことはで

きない。

� 認識中止アプローチ（derecogni-

tionapproach）

割り当てられた排出枠の総数を

もって返却される排出枠の量の当

初見積りを行う方法。それ以後は、

企業が割り当てられた排出量より

排出を減少させると見込む場合に

は、返却されるべき排出枠の量を

減少させることになる。

議論の結果、予想返却アプローチ

を採用することが、暫定的に合意さ

れた。

� 排出と割当負債の関係、並びに、

超過排出負債の当初及びその後の

測定

ここでは、①実際の排出が起こっ

た場合に割当負債との関係がどうな

るのか及び②超過排出負債の当初及

びその後の測定をどのように行うの

かの２点が議論された。

① 排出と割当負債の関係

当初認識以後に実際に温暖化ガス

の排出が起こった場合で、排出量が

割当水準と同じかそれ以下の場合に、

割当負債との関係をどのようにとら

えるかに関して２つの見解が議論さ

れた。

� 見解１：実際に排出が起こって

も、既に認識されている割当負債

とは別の新たな又は異なる負債を

認識しない。排出量の見込みが変

動して、割当水準と同じかそれ以

下と見込まれる場合には、それに

よって割当負債の金額が減額され

ることになり、その差額は、当期

純利益で認識される。

� 見解２：実際に排出が起こった

場合には、企業は、既に認識され

ている割当負債とは別の新たな又

は異なる負債を認識し、同時に、

割当負債の同額の認識の中止を行

う。

議論の結果、見解１が暫定的に合

意された。

② 超過排出負債の当初及びその後

の測定

割当てによる負債を超過して温室

効果ガスを排出したとき、企業は追

加的な排出枠を獲得し、超過排出を

相殺するためにスキーム管理者にそ

れらを提供する義務を負う。企業は

この義務を、割当負債を超過して排
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出したときに、超過排出負債として

認識しなければならない。スタッフ

からは、超過排出負債を、企業によ

る実際の排出が割当負債を超過した

ときに認識すべきで、超過排出負債

の当初及びその後の測定は、スキー

ム管理者に提供されなければならな

い排出枠の公正価値とすべきである

との提案が示された。この提案では、

超過排出が見込まれる時点で、予想

に基づいて返却される排出枠の量を

加重平均アプローチを用いて予測し、

当該超過排出量に対する負債がその

時点で全額見積もられることとなる。

議論の結果、IASB及びFASBとも

にスタッフ提案に反対するボードメ

ンバーが多く、スタッフに対して代

替案を検討することが指示された。

このプロジェクトは、公開草案を

公表すべく、プレバロット・ドラフ

トの段階まで進んできた。公開草案

のプレバロット・ドラフトは、現行

の金融商品に関する資本と負債の区

分とを大きく変更するような区分と

はしないという方針で作成されてい

る。しかし、それを記述するプレバ

ロット・ドラフトの文言は、背後に

ある原則を明示することを意図して、

現行規準の文言とは大きく異なった

ものとなっている。このため、理解

が困難になり、かえって混乱を招き、

意図しない帰結をもたらす可能性が

否定できないという懸念が関係者か

ら表明され、2010年９月の会議では、

今後、下記のいずれかに基づいてプ

ロジェクトを進めることとし、さら

なる検討を行うことがスタッフに指

示されていた。

� 特定の実務上の問題に対処する

ためにIAS第32号（金融商品：表示）

を改訂し、米国で改訂されたIAS

第32号が採用されるようにする。

� 米国会計基準とIFRSの間のコン

バージェンスを拡大するため、両

基準に対して目標を絞った改訂を

行う。

議論の結果、2011年６月までに完

成させることを目標に進めている

MOUプロジェクトに両者の資源を

集中すべきことが合意され、本プロ

ジェクトでは、公開草案の公表を取

りやめるとともに、資源にゆとりが

できるまで、当面、検討を休止する

ことが暫定的に合意された。本プロ

ジェクトの再開は、2011年６月以降

となる予定である。

本プロジェクトでは、2010年７月

に公表した公開草案のドラフト（ス

タッフ作成の資料）に基づいて、現

在、その提案内容に関するアウトリー

チ活動を行っており、その活動状況

に関する報告が行われた。これに引

き続き、本プロジェクトの今後のあ

り方についても議論が行われた。

議論の結果、金融商品の資本と負

債の区分プロジェクトと同様、2011

年６月までに完成させることを目標

に進めているMOUプロジェクトに

両者の資源を集中すべきことが合意

され、資源にゆとりができるまで、

当面、本プロジェクトを休止するこ

とが暫定的に合意された。ただ、現

在、いくつかの企業に公開草案のド

ラフトに基づいて財務諸表を作成し

た場合にどのような負担と便益があ

るかについて検討を依頼しており、

その成果については、2010年末を目

処にまとめる予定である。なお、本

プロジェクトの再開は、2011年６月

以降となる予定である。

今回の臨時会議では、金融商品の

ヘッジ会計のみが議論された。議論

されたのは、①連結グループ内取引

における貨幣性項目のヘッジ手段と

しての適格性、②契約上特定されて

いないリスク構成要素のヘッジ対象

としての適格性、③オプションの時

間的価値の会計処理、④非デリバティ

ブ金融商品（キャッシュ金融商品）

のヘッジ手段としての適格性及び⑤

経過措置及び発効日の５つであった。

� 連結グループ内取引における貨

幣性項目のヘッジ手段としての適

格性

ここでの論点は、連結財務諸表に

おいて、連結グループ内の機能通貨

が異なる企業間で取引される貨幣性

項目が、為替リスクのヘッジにおい

て、ヘッジ手段として適格となり得

るかという点である。IAS第39号で

は、連結財務諸表において、このよ
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うな状況によって生じる差異は、ヘッ

ジ対象となり得るという取扱いとなっ

ているが、ヘッジ手段としては適格

でないとされている。

議論の結果、この問題は、ヘッジ

会計で扱うというより、IAS第21号

（外国為替レート変動の影響）の改

訂を行うプロジェクトを立ち上げ、

そこで包括的に取り扱うべき問題で

あるという点が、暫定的に合意され

た。さらに、この問題は、実務上、

それほど一般性のある問題でもない

と認識され、連結グループ内の取引

で生じる貨幣性項目は、ヘッジ手段

として認めることをせず、IAS第39

号の取扱いを維持することが、暫定

的に合意された。

� 契約上、特定されていないリス

ク構成要素のヘッジ対象としての

適格性

今回は、契約上、特定されていな

いリスク構成要素がヘッジ対象とし

て適格となり得るかどうかが議論さ

れた。

この論点に関しては、これまで

IASB及びFASBは、次のような暫定

合意に至っている。

� 個別に識別可能であり、かつ、

測定可能であるならば、リスク構

成要素をヘッジ対象とすることを

許容する（2010年２月）。

� 片側リスク（one-sidedrisks）は、

ヘッジ対象として指定することが

適格である（2010年３月）。

� リスク構成要素が金融項目又は

非金融項目に含まれているかどう

かにかかわらず、契約上、特定さ

れているリスク構成要素は、ヘッ

ジ対象として指定することができ

る（2010年５月）。

� ヘッジ対象である金融資産又は

金融負債の全体キャッシュ・フロー

よりも大きなキャッシュ・フロー

を持つ構成要素をヘッジ対象とし

て指定することはできないという

IAS第39号の制約を維持する（2010

年10月）。

議論では、現物商品を含む例示が

議論された。また、スタッフの分析

においては、現行のヘッジ会計モデ

ルにおいて、非金融項目については、

為替リスクを除き、リスク構成要素

をヘッジ対象とすることを禁止して

いるが、この規定を維持することは、

次の理由で不適切だとの指摘があっ

た。

� ヘッジせずに、エクスポージャー

をそのままとするという決定をし

ている場合、為替リスクを除き、

非金融項目全体に対して有効性が

判定されるため、これを誤って

「非有効」として性格付けしてし

まうことになり、有益な情報とは

いえない。

� リスク構成要素を信頼性をもっ

て測定できるかどうかは、ヘッジ

対象が金融項目か非金融項目かに

依存しないので、リスク構成要素

を信頼性をもって測定できるかど

うかは、リスクが関連し、ヘッジ

活動が行われる特定の市場構造に

依存している。

� リスク構成要素のヘッジ対象指

定が非金融商品について許容され

ない場合には、新しいヘッジ有効

性評価モデルとの関連では、ヘッ

ジ比率のゆがみと、有効性テスト

とリスク管理の乖離を招き、それ

ゆえ、新しい有効性テストの開発

目的の１つを満たさないことにな

る。

議論の結果、金融項目であるリス

ク構成要素と非金融項目であるリス

ク構成要素の双方について、これら

がヘッジ対象となり得るかどうかを

決定する規準（すなわち、リスク構

成要素は、個別に識別可能であり、

かつ、信頼性をもって測定可能であ

ること）を一致させることが、暫定

的に合意された。また、リスク構成

要素が、ヘッジ対象として適格かど

うかを判定する際に、リスクが関連

し、ヘッジ活動が行われる特定の市

場構造に関する事実と状況の評価を

行うことを求めるガイダンスを追加

することも、暫定的に合意された。

� オプションの時間的価値の会計

処理

ここでは、オプションの時間的価

値について、リスク管理活動とより

一致し、他のIFRSと整合的で、有益

な情報を提供する会計処理を開発す

ることを目指した議論が行われた。

IAS第39号では、オプションのよ

うな特徴を持つデリバティブに対し

ては、①全体をヘッジ手段として指

定するか、又は、②オプションの時

間的価値を区分して本源的価値の変

動のみをヘッジ手段として指定する

かという２つの会計処理のいずれか

を、企業が選択できるとしている。

しかし、ヘッジの有効性の評価との

関連で、オプションの時間的価値は

ほとんどの場合、分離されている。

議論では、時間的価値をどのよう

に会計処理するかについて、IAS第

39号の２つの選択肢を維持するとい

う案も含め、４つの代替案（詳細は

示さない）が検討された。そして、

時間的価値を保険プレミアム（企業

がさらされているリスクをカバーす

るために保険料を支払っているとみ

る）とみて会計処理する考え方が有

力な方法として検討された。

議論の結果、オプションの時間的

価値を保険プレミアムと同じ取扱い
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で会計処理することが、暫定的に合

意された。合意されたモデルは、次

のようなものである。

� ヘッジ対象は、その性質の違い

に基づき、「取引関連（transaction

related）」と「期間関連（timepe-

riodrelated）」の２タイプに区別

する。

・ 取引関連ヘッジ対象：例えば、

現物商品の予定購入が該当する

が、この場合には、オプション

（ヘッジ手段）の時間的価値の

公正価値の累計変動額をOCIで

累積して認識し、これをOCIで

認識されたヘッジ手段の損益に

適用される一般規定に基づいて

リサイクルすることになる。例

えば、非金融商品が取得される

ときにベーシス調整としたり、

ヘッジされた売上が当期純利益

に影響を与えるときに、当期純

利益へ振り替えたりされる。

・ 期間関連ヘッジ対象：例えば、

保有する現物商品の商品価格変

動リスクをヘッジする場合が該

当するが、オプションの時間的

価値の公正価値の累計変動額は、

OCIに累積され、オプションの

売手に支払われた当初の時間的

価値のうち、当期に関連する部

分を累積OCIから当期純利益に

振り替える（累積OCIの当期純

利益への償却）。振替えは合理

的基準で行われる。

� 上記の会計処理によって、オプ

ションの売手に実際に支払った時

間的価値よりも大きい金額が累積

OCIで認識されることを防ぐため

に、累積OCIの金額は、①実際に

支払った時間的価値と②配分され

た時間的価値（alignedtimevalue）

のいずれか低い金額としなければ

ならない。

� OCIに累積された残高には、次

の減損テストが適用される。

・ 取引関連ヘッジ対象：取引関

連ヘッジ対象は、キャッシュ・

フロー・ヘッジのヘッジ対象と

変わらないので、キャッシュ・

フロー・ヘッジで累積OCIに適

用される減損テスト（将来、回

収できないと見込まれるときに

は、当該金額をOCIから当期純

利益へ振り替える）が、オプショ

ンの時間的価値でOCIとして認

識されている累積OCIにも適用

される。

・ 期間関連ヘッジ対象：期間関

連ヘッジ対象に関連してOCIで

累積されている時間的価値は、

期間配分すべき時間的価値のう

ち、将来の期間に対応する部分

と考えられるので、取引関連ヘッ

ジ対象に適用される減損テスト

を適用することは適切でなく、

ヘッジ関係が継続しているかど

うかに関連付ける方がより適切

と考えられる。そのため、ヘッ

ジ関係が継続しないときには、

累積OCIを直ちに当期純利益で

認識する（リサイクリング）。

� 累積OCIの残高の調整表（期首

から期末までの変動内容の開示）

に当たっては、①取引関連ヘッジ

対象と②期間関連ヘッジ対象を分

けて開示しなければならない。

� 非デリバティブ金融商品（キャッ

シュ金融商品）のヘッジ手段とし

ての適格性

今回は、2010年10月５日に引き続

き、この問題が議論された。IAS第

39号では、キャッシュ金融商品（非

デリバティブ金融資産及び非デリバ

ティブ金融負債）を為替リスク以外

のリスクに対するヘッジ手段とする

ことを認めていないが、この取扱い

を見直し、キャッシュ金融商品の一

部をヘッジ手段として利用できる範

囲を拡大すべきかどうかが議論され、

前回は、代替案Ｂに対する支持が多

かったが、これを採用した場合の実

務などへの影響について、さらに検

討することがスタッフに指示されて

いた（前回議論された３つの代替案

は、次のとおり）。

代替案Ａ：IAS第39号の制約を維持

する（為替リスクのヘッ

ジとしてのみキャッシュ

金融商品を指定すること

ができる）

代替案Ｂ：公正価値で測定され、そ

の変動が当期純利益で認

識されるキャッシュ金融

商品に限ってIAS第39号

の制約を撤廃する（すな

わち、このようなキャッ

シュ金融商品は、その全

体をヘッジ手段として指

定できる）

代替案Ｃ：すべてのキャッシュ金融

商品に対して、IAS第39

号の制約を撤廃する。

今回は、スタッフから、指示に対

応したスタッフの検討結果として、

①代替案Ｂが、IFRS第９号の金融資

産の新たな分類モデルとどのように

関連するか及び②代替案Ｂを採用し

た場合の実務への適用に関する示唆

について報告が示され、議論が行わ

れた。

議論の結果、代替案Ｂを採用して

公正価値で測定され、その変動が当

期純利益で認識されるキャッシュ金

融商品をヘッジ手段として認めるこ

とが、暫定的に合意された。

� 経過措置

会計・監査ジャーナル No.666 JAN.2011 59



会計

ここでは、①新たなヘッジ会計規

定をどのように適用するか及び②こ

れを受けた今後の予定に関して議論

が行われた。

① 経過措置

ヘッジ会計では、ヘッジ関係に関

する指定が必要になるため、その適

用は、将来に向かって行うべき特徴

を有している。そのため、新たなヘッ

ジ会計規定の遡及適用は適切ではな

く、将来に向かって適用すべきとさ

れた。議論では、①新たな金融商品

のヘッジ関係に対してのみ将来に向

かって適用するという案と、②すべ

てのヘッジ関係に対して将来に向かっ

て適用するという案の２つが検討さ

れた。

議論の結果、すべてのヘッジ関係

に対して将来に向かって適用すると

いう案を採用することが、暫定的に

合意された。具体的には、次のとお

りである。

� 新たなヘッジ会計規定の適用は、

将来に向かって行う。

� 比較財務諸表の数字の修正再表

示は求めない。

� IFRSを既に適用している企業に

対しては、IAS第39号の下での従

来のヘッジ関係で新たなヘッジ会

計規定を満たすものは、ヘッジの

継続とみなす。したがって、ヘッ

ジ関係の中止及び再スタートとは

ならない。これに対し、新たなヘッ

ジ会計規定を満たさない従来のヘッ

ジ関係は、ヘッジ会計の中止をし

なければならない。

� IFRS第１号（IFRSの初度適用）

の経過措置は変更しない。

� 発効日は、2013年１月１日以降

開始する事業年度からとし、早期

適用を許容する。しかし、最終的

な決定に当たっては、最近公表さ

れた「発効日と経過措置に関する

意見募集」（上記第128回会議の

IASB会議５を参照されたい）に

対するコメントを考慮することに

なる。

このほか、次の点が暫定的に合意

された。

� IFRS第９号に対するこれまでの

暫定合意と同様に、新たなヘッジ

会計規定を適用するには、それ以

前に確定したIFRS第９号に関す

るすべての改訂を適用することが

必要となる。

� 従前に改訂されたIFRS第９号を

早期適用する際には、新たなヘッ

ジ会計規定の早期適用は求めない。

② 今後の予定

ヘッジ会計に関する一般的議論は、

今回をもって終了したので、この部

分については、公開草案の起草を始

めることが了承された。しかし、今

後、マクロ（ポートフォリオ）・ヘッ

ジに関しては、引き続き検討を行う。

なお、公開草案の公開期間につい

ては、90日とすることが暫定的に合

意された。
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